
＜令和８年度　 高校生活のきまり＞　 令和８年４月・生徒指導部 

 (１ )登下校に   ① 登下 校は 必ず 定 時制 玄関 を使 用 し、 自分 の下 足 棚を 利用 す る。  

　　　ついて  　  （下 足棚 ～上 段 は外 靴、 下段 は 上靴 ）＊ 絨 毯 部分 は土 足 厳禁 。
じゆうたん

   

 ② ＳＨ Ｒ開 始時 （ 午後 5:40） には 教 室に 着席 する こ と。

 ③ 用 事 の な い 場 合 は 、 午 後 9:40に は 下 校 とす る 。 原 則、 午 後 10:00

　  以降 は 、校 地内 に 残ら ず帰 宅す る こと 。(部活 動 は午 後9:45終了 ）)

 (２ )通学に    自転車通学  

　　　ついて  　  自 転 車 点 検 を 受 け た 自 転 車 を 使 用 し 、 登 録 シ ー ル を 50円 で 購 入 し

   て貼 るこ と。 保 険の 加入 。ヘ ル メッ トの 着用 を 心掛 ける こ と。

  自動車・バイク通学  

　  運転 免許 証取 得 書（ 通学 願） を 提出 し、 通学 許 可書 を受 け て、  

   交通 安全 に留 意 して 通学 する こ と。

 (３ )授業に  ① 始業 チ ャイ ムの 前に 着 席し 、授業 を受 ける 準 備を すま せて お くこ と 。 

　　　ついて  　（教科 書・ ノ ート 類は 机上 に 、授業 に不 必要 な もの はし まう こ と 。）

②授業 中 の携 帯・ スマ ホ ・イ ヤホ ン等 は 原則 使用 禁止 と する 。  

　  授業 中は 電源 を 切る か、 マナ ー モー ドに して し まっ てお く こと 。  

　  （授 業中 、教 科 担か らの 指示 が ある 場合 は使 用 可能 です 。）  

   授業 中は 家庭 や アル バイ ト先 か らの メー ル連 絡 も控 えて く ださ い 。

　  事前 にそ のル ー ルを 伝え てお く こと も必 要で す 。  

　  ＊緊 急の 場合 は 、定 時制 職員 室 ☎26-1053へ電 話 とす る。

 ③ 時間 を守 り、 授 業の 安易 な遅 刻 ・中 抜け ・早 退 をし ない こ と。

 ④ 授業 中、 他の 生 徒の 授業 を妨 げ るよ うな 迷惑 行 為を しな い こと 。

〇学校生活について、何か不明の点があれば、相談してください。 

〇「時を守り」・「場を清め」「礼を正す」具体的には、「遅刻しない」「挨拶」「返事」「整理整頓」

「靴そろえる」「ルール・マナー」・・・・ 

〇自分がやられて嫌なことは、人にはしない。他人の立場や気持ちを考えて行動!! 

                                                     　   



 (４)欠席･遅刻 ① 欠 席 ・ 遅 刻 す る 場 合 、 必 ず 事 前 に (午 後 5:40迄 )学 校 に 電 話 連 絡 を

　　 について  　 し、 担 任に 伝え るこ と 。(連 絡 は保 護者 から お 願い しま す。 ) 

　連絡 が ない 場合 、担 任 から 保護 者の 方 へ電 話を 入れ ま す。  

 ＊ 事 前 に わ か っ て い る 欠 席 (法 事 等 )は 、 早 め に 担 任 へ 申 し 出 て お く

　 こと 。 その 際の 当日 連 絡は 不要 です 。

 (５)貴重品に ① 校内 に 原則 貴重 品 、多額 の現 金 は持 参し ない こ と 。持参 した 場 合は 、 

　　　ついて 　責任 を 持っ て各 自で 管 理す るこ と。  

　 学校 徴 収費 など は、 登 校後 直ち に、 事 務に 提出 する こ と。

② 所持 品 には 必ず 記名 を する こと 。＊ 上 靴も 同様

③ 生徒 間 での 金品 、物 品 の貸 借や 贈与 は しな いこ と。

 (６)その他 ① 次の よ うな 行為 は絶 対 に行 わな いこ と 。  

    →学 校生 活を 妨 げる 行為 （い じ め、 から かい 、 指導 拒否 等 ）  

 　  →違 法行 為（暴力 、窃 盗 、喫煙 、飲 酒 、闇バ イト 、無 免 許運 転等 ） 

 　  →SNSト ラ ブル （不 適切 な 投稿 、誹 謗 中傷 、チ ケッ ト 転売 詐欺 ) 

    → 民 法 改 正 １ ８ 歳 成 人 （ 定 期 購 入 契 約 ト ラ ブ ル 、 借 金 ・ ク レ カ ト

 　 　ラ ブ ル、 通信 契約 ト ラブ ル等 ）

 

② 学 校 生 活 で 困 っ た こ と 、 心 配 な こ と 、 相 談 し た い こ と が あ る 場 合 す

ぐ に教 員 に申 し出 るこ と 。

③ 本校 生 徒以 外の 友人 等 を校 舎内 に無 断 で出 入り させ な い。

④ 休み 時 間に 敷地 外に 出 るこ とは でき ま せん 。

⑤ 空 気 中 に 漂 う 「 香 り 」 に よ っ て 体 調 不 良 を 起 こ す 人 が い ま す の で 、

　 過度 な 香水 整髪 料等 は 控え るよ うに す るこ と。

 ←「おなやみポスト」（1人で悩まず、まず相談を!! ） 

https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/kodomo-sos/ 
北海道教育庁生徒指導・学校安全課

                  


